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議会活動報告 

2019 年 12 月、中華人民共和国 湖北省武漢市から広まった新型コロナウ

イルス感染症（ＣＯＶＩＤ－１９）は、中国国内だけでなく世界各地に広まり

ました。日本国内でも感染者が多く発生し、船橋市でも１３４名が確認されて

います（６月 18 日時点）。新型コロナウイルス感染症で多数の方がお亡くな

りになっています。謹んでお悔やみ申し上げます。また、新型コロナウイルス

感染症に罹患された方、経済・社会状況の急激な変化でご苦労されている方々

に対し、心からお見舞い申し上げます。さらに医療、介護、福祉をはじめとする

社会生活を支えるために尽力されている方々に心から感謝申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐ取り組みについて、船橋市議会 令和

２年第１回定例会で直接、市長に質問をしました（３月３日）。市長からは手指

消毒の呼びかけ、イベントの中止、施設の閉鎖を決定。また、市の保健所での

PCR 検査の充実と医師会や医療機関との連携を図り、市民の安全確保に努めた

いとの答弁がありました。私は質問の際に感染症予防に必要なマスクについて、

市内では入手困難な状況も発生しているので、市が備蓄していたマスク（約 26

万枚）を医療機関、高齢者福祉施設等へ速やかに供給することを強く要望した

結果、市内医療機関、介護、保育の現場等にマスクを（約 24 万枚）配布するこ

とにつながりました。このほか令和２年第２回定例会では  （裏面に続く）  
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新型コロナウイルス感染症 
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■船橋市消防団２０分団２班 所属 

■好きな言葉：出来ることからコツコツとやる 

■家族：妻、息子（7 歳）、娘（２歳） 

■趣味：子どもと散歩 
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新型コロナウイル感染症の影響で、お困りごとが
ありましたらご連絡ください。相談に応じます。 

〒274-0063 船橋市習志野台４-１０-１２（新京成線習志野駅から徒歩４分） 

電 話：０４７－４０２－２８１０    FAX：０５０－３４８８－３１９０ 

E-mail:funabashi@mituhashisaburo.jp   

三橋さぶろうまで 

 事務所にお越しの場合は、あらかじめご連絡いただけると助かります。 
 

（表面から） 

市が行ってきた新型コロナウイルス感染症の対応について、市民生活支援の

取り組み、今後の医療や検査体制の強化などについて審議してきました。引き

続き、新型コロナウイルス感染症対策を進めるとともに、市内経済対策の充実

支援を図っていきたいと思います。 

新型コロナウイルス感染症の広まりと共に、私のところには「コロナウイル

スの影響で生活や仕事が苦しい」などのご相談が多く寄せられるようになりま

した。問題が少しでも解決できるよう、それぞれ取り組んでいる状況です。も

し、お困りごとがありましたら先ずはご一報いただければと思います。すぐに

問題解決しないかもしれませんが、少しでもお役に立てればと思います。また

市では下記の支援策を行っています。詳しくはお問合せください。 
 

事業者向け支援 

・助成金等の臨時相談窓口を開設 
 事業者向けに国・県・市などが助成制度を設けていますが、市では複雑な手続きを

支援するため臨時の窓口を開設し申請を支援しています。 

・テナント賃料を給付 
 売上が減少し事業継続が困難な場合、賃料を給付。4～６月の月額賃料の３分の２

まで（上限１０万円）支給。最大３０万円給付されます。 

・利子と信用保証料の全額補助制度 
 ３年以内の借り入れで融資額２０００万円まで融資を受けた際の利子と信用保証

料の全額を補助されます。 
 

生活を支える支援 

・住居確保給付金 
 収入が減少し住居を失う恐れがある場合、住居確保給付金を支給（原則３か月間）。 

・生活費貸付制度 
 生活が困窮する世帯に生活費の貸付を千葉県社会福祉協議会が行っています。 

・保険料の減免制度 
 要件により国民健康保険料、後期高齢者医療保険、６５歳以上の介護保険料、国民

年金保険料が減免されます。 

・市税の徴収猶予の特例制度 

 市税の納付が困難な場合、１年間猶予が受けられる制度があります。 


